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道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
輸
送
の
安
全
及
び
利
用
者
の
利
便
の
確
保
を
図
る
た
め
、
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
に
係
る
届
出
制
度
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る

ほ
か
、
最
近
の
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
め
ぐ
る
事
故
等
の
発
生
状
況
に
鑑
み
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

の
許
可
に
係
る
更
新
制
の
導
入
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

不
適
格
者
の
安
易
な
再
参
入
を
防
止
す
る
た
め
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
運
行
管
理
者
の
資
格
に
つ
い
て
、

欠
格
期
間
を
二
年
か
ら
五
年
へ
延
長
す
る
と
と
も
に
、
許
可
の
取
消
を
受
け
た
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
、
処
分
逃
れ

を
目
的
と
し
て
監
査
後
に
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
等
の
参
入
を
制
限
し
、
事
業
の
休
廃
止
の
届
出
を
事
後
届
出
制
か

ら
三
十
日
前
ま
で
の
事
前
届
出
制
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
許
可
に
つ
い
て
、
五
年
ご
と
の
更
新
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
旅
客
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
は
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
者
に
対
す
る
指
導
等
の
適
正
化
事
業
の
実
施
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
か
ら
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負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

四

輸
送
の
安
全
確
保
命
令
に
違
反
し
た
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対

す
る
法
定
刑
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
法
人
重
科
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

六

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
二
の
改
正
規
定
等
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


